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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年６月１６日（金）午前 ９時５８分 開会 

               午前１０時１７分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 上村高義  副委員長 森西  正   委  員 三好義治  

  委  員 弘   豊  委  員 南野直司   委  員 市来賢太郎 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 奥村良夫 

建設部長 土井正治  同部次長 山本博毅 

同部参事兼都市計画課長 西川 聡  同課参事 藤原利忠 

    

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局書記 宮田瑠璃子 

 

１．審査案件 

 議案第３２号 平成２９年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 
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（午前９時５８分 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから、駅前

等再開発特別委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。本日

はお忙しいところ、駅前等再開発特別委

員会を開催していただきまして大変あり

がとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当特別委員会

に付託されました案件についてご審査を

いただきますが、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりまし

た。 

本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名します。 

 暫時休憩します。 

（午前９時５８分 休憩） 

（午前９時５９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第３２号所管分の審査を行いま

す。 

 補足説明を求めます。 

 土井建設部長。 

○土井建設部長 それでは、議案第３２

号、平成２９年度摂津市一般会計補正予

算（第１号）のうち、建設部の所管につ

きまして補足説明をさせていただきま

す。 

 歳出でございますが、補正予算書の６

ページをお開き願います。 

 款７土木費、項４都市計画費、目２街

路事業費、節１９負担金補助及び交付金

の連続立体交差事業調査負担金につきま

しては、連立事業の調査に係る地元市の

負担金であります。 

 今回、国の着工準備補助制度の復活に

伴い、補助金の増額が可能となりました

ことから、大阪府が阪急電鉄へ委託いた

します、連立事業の高架構造物の概略設

計につきまして、増額変更されるもの

で、それに伴い、本市の負担金も１，４

６６万７，０００円の増額となるもので

す。 

 なお、着工準備補助制度は事業認可ま

での調査に対する補助制度であるため、

事業認可後の平成３０年度以降はこれま

でどおり社会資本整備総合交付金による

事業に戻ることになります。 

 以上、平成２９年度摂津市一般会計補

正予算（第１号）の補足説明とさせてい

ただきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 市来委員。 

○市来賢太郎委員 １点だけ質問させて

いただきます。補助金が出ることになっ

て、歳出が出るということなんですけれ

ども、それによって何ができるようにな

ったのかということについて教えてくだ

さい。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 今回の補助金の

増額につきまして、大阪府が実施します

鉄道の設計につきまして、高架橋の構造

物の概略設計がプラス５か所と、上部工

の概略設計が１０か所という形で事業が

進捗する形となっています。 

○上村高義委員長 市来委員。 

○市来賢太郎委員 わかりました。２０

年、３０年かかる事業だと思いますの

で、一年一年おくれると、最終的には大

きなおくれになると思いますので、一つ

一つしっかりと進め、進捗していってい

ただきたいと思います。よろしくお願い
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します。 

○上村高義委員長 ほかに。 

 三好委員。 

○三好義治委員 今回の補正について

は、財政調整基金から繰り入れて、それ

から一般財源で１，４６６万７，０００

円で、先ほどのご説明を伺いますと、阪

急電鉄に対する補助金が国から認められ

て、大阪府と摂津市が負担するという経

過なので、その中で摂津市が１，４６６

万７，０００円の負担金ならば、大阪府

は幾らになってるのかという数値を明確

にお示しいただきたいのと、国からの補

助金は一体どうなってるのかという部分

と、先ほどのこの事業に対してどういう

仕事をやるんかというのをもう少し詳し

く説明していただけますかね。 

 以上です。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 まず、補助金の

内容につきましては、１億６，０００万

円が全体の事業費となっております。そ

の負担割合は国が５０％で、残りの５０

％のうちの３分の２が大阪府、３分の１

が摂津市となりまして、今回、市の負担

額は２，６６６万７，０００円となって

おります。 

 この事業費につきましては、先ほども

お話しさせていただいたように、全体の

設計が結構長いスパンの事業となってお

りまして、一つ一つ設計を進めていくこ

とによって、進捗を上げるという形とな

っております。 

○上村高義委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 先ほどご質問いただ

いた事業費につきまして、もう少し補足

をさせていただきます。 

 全体事業費ですが、今回の補正を行う

ことによりまして、全体の事業費が１億

６，０００万円になってございます。そ

の内訳としまして先ほどの負担割合に基

づくと、国費のほうは当初４，４００万

円を予定しておりましたが、プラス３，

６００万円で８，０００万円。それから

府の負担のほうは２，４００万円余りで

あったものが、今回の事業費の増額に伴

いまして、５，３３３万３，０００円と

なっております。摂津市の負担のほうが

合計額としまして２，６６６万７，００

０円というふうになってございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 平成２８年度で、質問

させていただいたと思いますけど、平成

２８年度はこれと相当額の補助金が減額

された経緯があるんですね。そのとき

に、どういった経緯でその補助金がおり

ないかという質問をさせていただきまし

た。それの中で、今回これだけの国費並

びに大阪府からの補助金が上がってきた

理由はどこにあるんですか。 

 それと、一遍にこれだけの補助金がお

りた場合に、体制的に今まで厳しいと言

ってる中で、この単年度でこれだけの事

業がこなせるんですか。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 先ほど言われま

した内容ですが、今回の補助制度につき

ましては着工準備補助制度となっており

まして、地方公共団体における連立事業

の着工準備に対して検討の熟度に応じ、

集中的に補助を受けられる、支援しても

らえる制度となっております。そういう

形の制度でございますので、今回、潤沢

に補助金が受けられたという形になって

おります。 

○上村高義委員長 人的にね、マンパワ

ーとしてどうかということなので。 
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 西川部参事。 

○西川建設部参事 今回の補正につきま

しては、昨年度までの社会資本整備総合

交付金、国庫補助が非常に低かったとい

う状況がございまして、今回補助制度が

復活して、事業認可までの事業に対して

補助金が出るということで、非常に事業

が前進できると思っております。 

 今回の補正につきましては、主に鉄道

事業者に対しての委託になりますので、

摂津市が今年度予定しております事業認

可に対しましては、当初予定どおりの委

託と考えておりますので、現在の体制と

しましては現行の体制でいけると思って

おります。 

○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 だんだんわかり出して

きました。この着工準備前の１億６，０

００万円は、要はもう阪急電鉄に全額補

助金としてお渡しさせていただいて、阪

急電鉄がこれからの準備前に対する工事

着手前の準備を行うという理解でいいで

すね。その中で、阪急電鉄は何をされる

かということだけを最後にちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 阪急電鉄の具体

的な委託内容としましては、高架橋の構

造物概略設計を５か所、当初の設計から

５か所追加しております。同じく、上部

工の概略設計につきましては１０か所、

追加する形になりますので進捗する形と

なっております。 

○上村高義委員長 ほかに質疑のある

方。 

 南野委員。 

○南野直司委員 阪急京都線連続立体交

差事業の調査負担金ということで、お金

の使い道等々はよくわかりました、理解

できました。 

 この際ちょっとお聞きしときたいと思

います。この平成２９年度末に事業認可

を取得していくという流れになってくる

と思うんですけども、その辺の進捗状況

をお聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 この連立事業に

つきましては、平成２４年度に事業主体

である大阪府の社会資本総合整備計画の

ほうに位置づけられてまして、大阪府の

建設事業評価審議会で事業の実施のほう

が承認されております。平成２５年度か

らは、国の補助金であります社会資本整

備総合交付金を活用し、事業化に向けて

調査しています。平成２８年度には都市

計画決定。今年度に事業認可を取得する

予定で、今後事業も進めていく形になっ

ております。 

 今後の話につきましては、平成３０年

度には事業認可後に行います事業認可取

得に伴う説明会と、用地補償に対する地

権者説明会を行いまして、事業としまし

ては路線測量、用地測量、あと現地の立

ち合い等をさせていただく形になりま

す。その境界確定が終わった後につきま

しては、用地交渉や用地買収がありまし

て、それが終わりまして工事着手となり

ます。事業の完成につきましては平成４

５年に完成する予定となっております。 

○上村高義委員長 南野委員。 

○南野直司委員 わかりました。いずれ

にしましても、大阪府が、阪急電鉄とし

っかり詳細を詰めていただいて、さまざ

まなハードルがこれからあると思います

けども、目標であります平成４５年の完

成に向けてしっかりと取り組んでいただ

きますようよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○上村高義委員長 ほかの方、よろしい

ですか。 

 森西委員。 

○森西正委員 今、ご説明をいただいた

んですけど、確認だけさせてもらいたい

と思います。 

 阪急電鉄が事業を行われると。それに

対しての補助金であるということで、補

助金のほうが増額になってるというとこ

ろで、この阪急電鉄がされる事業という

のはこの補助金がプラスになったから、

事業としてさらにプラスではなくて、も

ともとする事業というのは変わりなく、

ただ阪急電鉄の負担が、補助金が増額に

なったことによって軽減されるというふ

うなことの認識でよろしいでしょうか

ね。 

○上村高義委員長 藤原参事。 

○藤原都市計画課参事 そのとおりでご

ざいます。今回の補助金の増額によりま

して、事業が前進すると見ていただけれ

ばよろしいかと思います。 

○上村高義委員長 土井部長。 

○土井建設部長 連立事業につきまして

は、大阪府は阪急電鉄と市のほうに委託

をされるという形になります。今、補助

金の話をしておりますのは、全体の連立

事業として先ほど申しましたように、国

の補助金、大阪府の負担。まだ今調査の

段階ですので、阪急電鉄の負担はないわ

けですけれども、阪急電鉄の負担と市の

負担で、連立全体の事業費が組まれるわ

けです。今回の負担金というのは、この

全体事業費の摂津市の負担分、国費を除

いた分の３分の２が大阪府、３分の１が

摂津市、この３分の１の負担金が今回補

正を上げさせていただいた分です。その

中で全体、１億６，０００万円のことし

の事業費ですけれども、この中から摂津

市は側道関係の委託を大阪府から受ける

ことになります。１億６，０００万円の

中から一部を摂津市が受けます。残りの

部分が阪急電鉄の調査費という形で、大

阪府から阪急電鉄が受託をする分です。

今回、増えた分につきましては、摂津市

の受託分ではなくて、阪急電鉄の受託分

が増えて、阪急電鉄が事業をされるとい

う形になっておりますので、もともと阪

急電鉄が考えていた事業費に補助金が入

ったということではなくて、あくまでそ

の事業主体は大阪府ですので、摂津市が

受託する分、阪急電鉄が受託する分につ

いて大阪府からそれぞれ委託を受けると

いうような形になります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 今、ご説明でわかりまし

た。なかなかこの補助金といいますか、

それがどういうふうな流れでどう進んで

るかという、ちょっとその辺が見えない

部分がありましたので確認で質問をさせ

ていただきました。ぜひとも速やかにと

いいますか、早期に実現できるように府

とも協議、阪急電鉄とも協議をしながら

進めていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時１５分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時１７分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 討論なしと認め、採

決します。 
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 議案第３２号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定

しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１０時１７分 閉会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 駅前等再開発特別委員長 

           上 村 高 義 

 

 

 

 駅前等再開発特別委員 

           森 西   正 

 

 


